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祇園・木屋町地域における中心繁華街総合対策の概況

千年を守る 未来を創る

祇園・木屋町地域を対象として、平成１７年に京都府警察本部中心繁華街総合対策推
進室を設置し、中心繁華街総合対策を実施しています。

東大路通、寺町通、松原通、三条
通で囲まれた地域を対象とし、鴨川
から東側を祇園地域、西側を木屋
町地域としています。

観光客等が安心して訪れることができるよう、繁華街で問題
となっている客引きやスカウト行為、置き看板、放置自転車、
違法駐車、少年い集、公道上におけるスケートボード、落書き
等の迷惑行為に対する指導取締りを実施し、繁華街の安全・
安心を確保！
また、地域住民や行政、警察が
一体とった地域協働パトロールを
継続的に実施し、健全で魅力ある
まちづくりを実現！

令和４年中における手口別発生状況
令和４年中の刑法犯認

知件数は、祇園・木屋町
地域ともに前年に比べて
増加しています。祇園地
域では暴行等の身体犯、
木屋町地域では万引き・
乗り物盗が高い割合を占
めています。

祇園地域

木屋町地域

374件（＋53件）

繁華街の治安情勢

地域を悩ませる迷惑行為に対する取締りを実施！

中心繁華街の刑法犯認知件数
は、令和４年中 540件と、平成17

年のピーク時に比べて約74％減
少しています。しかし、コロナ禍に
よる人流制限が緩和された影響
等により、前年と比較すると 106

件増加しており、今後更に増加す
るおそれがあります。警察は、今
後も安全・安心な繁華街となるよ
う、地域の方々や行政等と連携し
ながら犯罪の予防・取締りに取り
組んでいきます。

令和４年中、祇園・木屋町地域で
111件の乗り物盗が発生しており、そ
の多くが自転車盗の被害です。被害
に遭わないためにも、自転車を短時
間でも駐輪するときは鍵をかけ、ワイ

自転車に鍵をかけよう！

ヤー錠を活用す
るなどしてツーロ
ックを心掛けまし
ょう。あわせて、
防犯登録もして
おきましょう！

特別警戒の実施による防犯意識を向上

ひったくりや車上ねらい、自転車盗等の犯罪
を未然防止するため、消防や区役所員、防犯
推進委員会等とともに、パトカーや青色防犯
パトロールカーによる特別警戒を実施！
安全で安心なま
ちを作るために、
住民のお一人お
ひとりが防犯につ
いて考え、地域防
犯力を高めましょ
う！！
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